
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

            開 催 日        ： ２００９年 ３月 １日（日） 

２００９年 ７月１２日（日） 

           ２００９年１１月１５日（日） 

    開 催 場 所 ：       オートランド千葉第１コース 

     

          主    催        ： ＩＴＯ 

                              チーム伊藤組  

 

 

協力：オートランド千葉杯運営委員会 

 ＪＭＲＣ茨城ダートラ部会 

       

                       公    示 

本競技会は社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の公認のもと 

に国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則、

およびその付則、ならびにそれに準拠した日本自動車連盟の国

内競技規則およびオートランド千葉杯パシフィックオーシャン

トライアルシリーズ共通規則書、その付則、ＪＭＲＣ関東ダー

トトライアルシリーズ共通規則ならびに本競技会特別規則書に

従いクローズド競技として開催される 

第１条  競技会の名称 

オートランド千葉杯ダートトライアルシリーズ  

第１・３・５戦 

                               

第２条  競技種目 

             ダートトライアル（ｽﾗﾛｰﾑ競技第２種） 

第３条  大会役員 

               審査委員長         野田 尚洋       

              組 織 委 員           遠藤 秀則 

第４条  競技役員 

                競 技 長            伊藤 義則 

                コース委員長      伊藤 義則 

                技術委員長            関口 公二 

                計時委員長            辰己 圭介   

                事 務 局 長            伊藤 義則 

                救急委員長            澁澤 大輔 

第５条  タイムスケジュール 

  ゲ ー ト オ ー プ ン                ７：００   ～    

  受                付                ７：３０   ～    ８：００  

  慣    熟    歩    行                ７：４０   ～    ８：２０ 

  ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ       ８：３０   ～    ８：５０ 

練 習 走 行      ９：００   ～    ９：４０ 

車 両 検 査      練習走行出走待ち時間に行う 

  第   １   ヒ  ー  ト                 練習走行終了後～   

昼      休       み         ４０分     ～   １時間 

  第   ２   ヒ  ー  ト                 ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ後 ～    

表       彰       式                 競技終了後 

第６条    参加資格 

      参加者は当該車両の運転免許証を所持していること。 

   競技ライセンスは無くても可 

第７条    参加車両 

①すべての車両には、ロールバーの装着が望ましい。 

②すべての車両に４点式以上の安全ベルトの装着を義務付 

ける。 

第８条   参加申込  

    ①参加料    １名     １１，０００ 円（当日受付可） 

       当日受付可 締切日以降及び当日、１２，０００円 

 ②方  法    参加申込書及び車両申告書、に記入し、   

参加料を添えて現金書留にて郵送       

③期  間    大会日1ヶ月前より３日前まで必着       

④申込先    〒265-0072 千葉市若葉区谷当町70番地 

                 ＩＴＯ事務局  （ 伊藤 義則） 宛    

                 TEL&FAX  ０４３－２３９－０６４５    

       携帯  ０９０－３１１９－８４７０ 

 第１０条    賞      典 

   各クラス１～６位：表彰 

   各クラス参加台数により３０％を超えない範囲で 

   各クラスとも参加台数の３０％以内か次の通り賞典を規制する。 

    １～４台・・・・１位まで ５～７台・・・・・２位まで  ８～１０台・・・・・３位まで 

     １０～１２台・・４位まで   １３～１５台・・・・５位まで １６台以上・・・・・６位まで 

 

  第１１条    付     則 

①本規則書に記載されていない事項についてはオートラン

ド千葉杯シリーズ共通規則書に準ずる。 

 

 

[オートランド千葉杯運営委員会] 


